






要約  クレチン症マススクリーニング陽性基準の改訂案を作成し、その妥当性の検討のた

めに全国のスクリーニング検査機関 53 施設を対象に調査を行い 51 施設(96.2%)から回答

を得た。1)初回検体中の甲状腺刺激ホルモン(TSH)値は確認検査を行って判定すること、2)

初回検体での要精密検査(精検)基準値を 30μU/ml (全血値)とすること、 3 )検査機関で

の最終判定は生後1力月をめどに行うことについては7O%以上の施設で実施可能であった。

4)ヨード含有消毒剤の影響による特定採血医療機関での再採血率の上昇が問題となる恐れ

が 70%以上の施設で指摘され、日木母性保護医協会などとの連携でこの問題の早期解決が

図られることが依然重要課題であった。初回 TSH 値が軽度～中等度上昇した症例から不要

な精検を行わず、かつ早期にクレチン症患児を発見するための基準として、5)再採血を日

齢 14 までに行うこと、 6)3 回目の採血(再々採血)を行うことについては賛否が半ばして

いた。5)6)の基準を実施するにあたっては、その理論的背景について十分周知されること

が必要と考えられた。陽性基準の見直しは全ての検査機関で必要とされていることから、

さらに多くの専門家の協力を得て今回の改訂案を基に検討し、研究班の勧告案を早急に提

示する必要性が明らかとなった。


